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Adobe License Manager（ALM）は、お客様のライセンス管理をサポートする仕組みです。ライセン

ス管理は、コンプライアンスやコスト管理を行う上で重要になります。従来、このような管理には人

手やコストが掛かっていました。ALM は、ライセンス管理に掛かる人手やコストを最小限にすること

が可能です。

今後、アドビのデスクトップ製品は、順次 ALM に対応していきます。ALM はライセンスプログラム

（TLP、CLP）にてご購入されたお客様向けの機能です。パッケージ製品は ALM に対応しておりま

せん。最初に対応する製品は、2006 年 11 月に発売の Adobe Acrobat 8（Standard,Professional）

Windows 版です。なお、Creative Suite 2.3 に含まれる Acrobat 8 Professional Windows は ALM に

対応しておりません。

ALM 対応製品は、ライセンス管理において多くのメリットをお客様にもたらします。一方で、インス

トールを行う前に ALM の運用方法について設定していただくことが必須となり、インストール方法も

従来と大きく変わります。必要な設定を行わずに ALM 対応製品をインストールした場合、最初に製品

を起動してから 30 日後にご利用いただけなくなります。ALM 対応製品は手順に基づいた設定、イン

ストールが必要となりますのでご注意ください。

本手引きでは、ALM の概要や機能と各種設定、ALM 対応製品をインストールしていただく際の手順

をご紹介いたします。

今後、ALM 対応のデスクトップ製品をインストールしていただく際に必要な手順になります。製品の

インストール前にご一読ください。

はじめに

はじめに
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複数の異なるソフトウェアアプリケーションを使用する場合、ライセンスの管理は不可欠です。ライセンス管

理が重要である理由はたくさんありますが、中でも重要性が高いのは、コスト管理とコンプライアンスの確保

です。ソフトウェアを業務遂行のためのリソースとしてコスト効率よく管理するためには、どのソフトウェアが

誰に使用されているかを把握する必要があります。コンプライアンスでは、使用されるソフトウェアライセンス

の数と種類を組織が把握していることが求められます。今後企業に対する法令や規制などにより、ソフトウェ

アライセンス管理の問題はさらに重要になり、一層コストのかかる問題になる可能性が出てきました。組織内

で、ライセンスの使用状況を追跡管理し、法令順守を確認し、将来の計画を立てる、そのような作業に役立

つツールへのニーズが高まっています。しかし、この要求を満たす技術的ソリューションが、明確な形で提供

されることはありませんでした。端末のデータからインストールファイルを取得することで、ソフトウェア資産

を管理するシステムがありますが、ライセンスを管理するには、ソフトウェアの購買記録をシリアル番号やイン

ストール済みソフトウェア端末と手作業で結び付ける作業や専用のツールを別途購入する必要がありました。

Adobe License Manager（ALM）は、積極的にライセンスの管理・運用を行いながら、手作業でのライセン

ス管理に要していたリソースやコストの負担を最小限にできるように設計されております。

ALM は、購入したライセンス数に応じて発行される電子的なライセンス (e-License) を利用したライセンス管

理システムです。ライセンス管理担当者やシステム管理者のためのソリューションになります。ライセンス管

理担当者は、指定したサーバから e-License をアドビ製品がインストールされた端末へダウンロードさせるこ

とで、ライセンスの使用数とアドビ製品を使用している端末のコンピュータ名をサーバ上で確認することがで

きます。

e-License を発行するサーバは、アドビが用意しているものを利用していただくか、お客様でご用意いただい

たサーバをご利用されるか選択いただけます。アドビが用意したサーバを利用される場合は、ALM 対応製品

をインストールした端末に対して、インターネットを経由した e-License の発行が行われます。お客様のサー

バで運用される場合はローカルネットワーク内での運用が可能となります。お客様のサーバで運用される際

には Adobe License Server ソフトウェアが提供されますので、こちらをサーバにインストールしてご利用いた

だきます。

ALM 対応製品は、ユーザが初回に起動した時から 30 日以内に、e-License をユーザのコンピュータにダウン

ロードすることで、継続して利用いただける仕組みを採用しています。e-License のダウンロードは製品起動

時にダイアログにてガイドが行われます（ダイアログがでないようにも設定できます）。初回起動から 30 日

経過し、e-License がダウンロードされていない ALM 対応製品はご利用いただけなくなります。なお、一度

e-License をダウンロードしていただければ、サーバに再度接続する必要はありません。一方で、コンピュー

タにインストールされているアプリケーションのメニューからオプションを選択するだけで、ユーザはいつで

も e-License をサーバに返却でき、ライセンス管理担当者は返却された e-License を他のコンピュータに割

り当てることができます。これによりライセンス管理担当者は、ダウンロードされたすべての e-License とダウ

ンロード可能な残りの e-License 数について、最新の状況を確認できます。サーバの e-License 数は、ライ

センスを追加購入することにより増やすことができます。

Adobe License Manager（ALM）の特徴

Adobe License Manager（ALM）の特徴
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ALM をご利用いただきますと、ALM 対応製品全体のライセンス利用の状況が各種ツールとレポートによって

目に見える形で把握できるようになり、追加ライセンスが必要な場合にはシステム管理者に自動的に警告さ

れるようになっています。このような ALM の機能により、ライセンス管理者は e-License のダウンロード先の

追跡や購入ライセンスとの照合を手作業で行う必要から開放されて、付加価値の高い別の業務に専念するこ

とができ、組織としても運用コストを下げることが可能となります。システム部門が主導するコンプライアンス

についても、内部統制や法令への順守状況を ALM の基本レポートで簡単に記録管理することによって効率

化できます。

ALMの運用サーバ

アドビライセンシングWebサイト（LWS）

運用サーバは 3種類の方法があります。

e-License の発行と発行数の管理。
e-License 発行状況の情報をemail にて通知。
インストール（e-License を発行）した端末のマシン名の取得。

Adobeライセンスサーバ

Adobeライセンスサーバ

ローカルサーバ

ローカルサーバ＋

e-License の配布

管理者はまず LWS にアクセスしALM運用のために各種設定と必要なファイルをダウンロードします。

ALMの運用サーバを通じe-License の配布や端末の管理を行います。

管理者

ユーザー

アドビライセンシングWebサイト（LWS）について
シリアル番号、購入者情報や購入履歴の確認、ALM の設定ができるお客様専用サイトです。  

製品ご発注時に登録された方に、サイトにログインするための ID とパスワードが email にて発行されます。

アドビライセンシング Web サイト（LWS）の詳細については http://www.adobe.com/jp/special/aoo にて

ご確認ください。

Adobe License Manager（ALM）の特徴

ALMの対応製品について
ALM に対応しているアドビ製品は www.adobe.com/jp/elicensing にてご確認ください。ALM 対応製品以外

の製品は従来通りのご運用方法になります。
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ALMの設定からインストールまでの流れ

はじめに、ALM を運用されるサーバの場所を以下の 3 つからご検討いただきます。e-License の

発行を行ったり、端末のコンピュータ名を取得する場所になります。

○Adobeライセンスサーバでの運用
アドビが用意しているサーバを利用します。e-License の取得は、インターネット経由で行います。

すでに用意されている環境をご利用いただけるため、手軽な運用方法になります。

（ご注意）
端末のコンピュータ名を取得する方法と、取得しない方法の 2 種類がございます。
端末のコンピュータ名を取得する場合は、設定時に「Adobe ライセンスサーバ」をご選択ください。取得しない場合は、設定時に

「シリアル番号のみ」をご選択いただきます。
「シリアル番号のみ」では、e-License を発行した数（インストールした端末数）のみが管理されます。

1 9ページALM の運用方法をご検討ください

ALMの設定からインストールまでの流れ

詳細は各ページをお読みください。

CLPでご購入のお客様が「シリアル番号のみ」を選択された場合について
LWS で ALM 設定を厳密に運用する必要があります。
詳しくは、10 ページをご確認ください。

○ローカルサーバでの運用
お客様にて ALM 用のサーバを社内にご用意いただきます。e-License の取得は、お客様が用意したロー

カルサーバから行います。ご利用の際は、アドビから無償で提供しております Adobe License Server ソフ

トウェアをサーバにインストールする必要がございます。サーバ上にて ALM 機能の各種設定が可能です。

e-License や端末のコンピュータ名の取得を、お客様のファイアーウォール内で行われる場合は、こちらを

ご選択ください。

ローカルサーバの設定方法、Adobe License Server ソフトウェアの詳細、 必要環境については、 

www.adobe.com/jp/elicensing をご参照ください。

○混在サーバでの運用
Adobe ライセンスサーバとローカルサーバの運用方法を混在してのご利用になります。

インストールする端末によって ALM の運用方法を変えたい場合は、こちらをご選択ください。



�
ALMの設定からインストールまでの流れ

「シリアル番号のみ」
Adobe ライセンスサーバでの運用方法の
一つで、もっとも簡単な ALM の運用方法
です。

LWS にて「シリアル番号のみ」をご選択く
ださい。インストールした（e-License を取
得した）コンピュータの台数のみ LWS にて
ご確認いただくことができます。e-License
の取得はインターネット経由で行われま
す。なお、CLP でご購入されたお客様が、
この運用を行われる際は LWS の設定を厳
密に運用する必要があります。CLP のお客
様は「Adobe ライセンスサーバ」もしくは

「ローカルサーバ」の運用をおすすめしま
す。

「Adobeライセンスサーバ」
一般的な ALM の運用方法です。アドビシ
ステムズで用意したサーバをご利用いた
だきます。

LWS に て「Adobe ライセンス サ ー バ 」
をご 選 択くだ さい。 インストー ルした

（e-License を取得した）台数とコンピュー
タ名を LWS にて確認していただくことがで
きます。e-License 取得はインターネット経
由で行われます。

「ローカルサーバ」
お客様にて ALM 運用サーバをご用意いた
だく運用方法です。

LWS にて「ローカルサーバ」をご選択くだ
さい。インストールした（e-License を取
得した）端末の台数とコンピュータ名を確
認する機能や e-License を取得できるコン
ピュータを指定する機能等のオプションも
ご利用いただけます。ALM 機能がもっとも
充実した運用方法です。e-License 取得は
ローカルネットワーク内で行われます。

ALMの機能を利用してライセンス管理を行う

ALM機能をオフ
（e-Licenseの無効化）

現 在、ライセンス管 理ツール
をご利用になられており、当面
ALM 機能をご利用にならないお
客様の運用方法です。詳しくは、
www.adobe.com/jp/elicensing
にて「ALM をオフにする際のイ
ンストール手引き」をご確認くだ
さい。ALM は管理ツールと競合
するものではなく、補完する機能
です。今後アドビデスクトップ製
品については ALM を搭載してい
く予定です。ALM をご利用され
ることをお勧めいたします。

ALM 対応製品をインストール（e-License を取得）できるコンピュータを事前に指定する運用を
行う。又は、インストールする端末がインターネットにアクセス（https 接続）ができない。

YES NO

YES NO

ALM 対応製品をインストールした（e-License を発行した）コンピュータ名
を確認できるようにしたい。

YES NO

専任の IT 管理者がいる中小規模の組織に
適しています。

専任の IT 管理者がいない個人事務所や
小規模の組織に適しています。

専任の IT 管理者がおり、サーバ管理体制が
ある大規模の組織に適しています。

ALMの運用方法チャート

インストール方法は従来の製品と同じで
す。購入されたインストール CD をそのま
ま利用してインストールすることができる
ため、インストールの手順が簡単です。

ALM 用のインストーラを作成していただ
くか、「少数のインストールに適した方法」
で製品をインストールしていただけます。

ALM 用のインストーラを作成していただ
くか、「少数のインストールに適した方法」
で製品をインストールしていただけます。
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手順に従って ALM の設定を行い、インストール時に必要なクライアントセットアップファイルをダ

ウンロードします。「シリアル番号のみ」をご選択いただいた場合は、クライアントセットアップ

ファイルはダウンロードされません。「5. ユーザによる製品のインストールとe-License の取得」へ

お進みください。なお、ローカルサーバ、混在サーバでの運用方法をご選択の場合は、Adobe-

License Server ソフトウェアもダウンロードしていただきます。このサーバソフトをご用意いただ

いたサーバへインストールし、各種設定を行っていただきます。

3 16ページLWS にてALM の設定を行い、
インストール時に必要なファイルをダウンロードする

インストーラを起動して、製品のインストールをしていただきます。インストール時には、LWS 

に記載されている製品のシリアル番号の入力が必要です。インストール後、製品を起動すると

e-License 取得のダイアログが表示されます。（設定によりダイアログが表示されない場合もござ

います）ダイアログにて所定のボタンをクリックすることにより、指定されたサーバから e-License 

を取得します。

ALM 対応製品を継続してご利用いただける状態になり、設定に応じたライセンス管理の運用が

開始されます。

5 29ページユーザによる製品のインストールとe-License の取得

ダウンロードしたクライアントセットアップファイルの名前を「adobeconfig.xml」に変更します。

OS の設定によっては、ファイルの拡張子が表示されない設定になっています。拡張子が表示さ

れていない場合はファイル名を「adobeconfig」に変更してください。

次に、名前を変更したクライアントセットアップファイルを、インストールファイルと同一のフォル

ダ（ディレクトリ）に入れます。

CD-R（DVD-R）でインストールの際は、上記のフォルダを複製してインストール CD を作成してく

ださい。

ファイルサーバからのインストール、ソフトウェア配布ツールでのインストールの場合は、上記の

フォルダを必要な場所に複製してください。ここまでが管理者の行う作業となります。

4 23ページインストーラの準備

LWS（https://licensing.adobe.com）にアクセスしてください。LWS のログイン ID、パスワード

は、製品ご購入時にアドビより発行された email に記載されています。

LWS は、ALM の設定の他にシリアル番号や購入製品の履歴を確認することができます。LWS の

詳細、ログイン ID、パスワードについてご不明な場合は、ライセンスプログラム管理者向けサイ

ト（http://www.adobe.com/jp/special/aoo/） にてご確認ください

2 13ページLicensing Web Site(LWS) にログインする

ALMの設定からインストールまでの流れ

e-License のダウンロードができなかった場合の対処方法です。

6 31ページe-Licenseのダウンロードができなかった場合
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1 ALM の運用方法をご検討ください

製品インストール後、ユーザ（端末）は e-License をダウンロードする必要があります。しかし、Licensing 

Web Site(LWS) からユーザが直接ダウンロードすることはできません。管理者が e-License を発行するサーバ

の場所をアドビが用意しているサーバにするか、お客様が用意したローカルサーバにするか、アドビのサー

バとローカルサーバを混在して利用するか、e-License の運用方法を決定し、LWS で設定を行います。なお、

ALM の設定は製品のオーダー単位で行います。ALM 対応製品のライセンスを新たに購入した場合、その都

度 e-License を設定する必要があります。

１Adobeライセンスサーバでの運用

２ローカルサーバでの運用

３混在サーバでの運用

Adobeライセンスサーバでの運用

この運用方法は、システム管理者がいない中小規模の組織や、ローカルで ALM 用のサーバを用意すること

が難しい場合に適しています。e-License と関連情報がアドビのサーバ内に保存されます。この方法の場合、

e-License の運用のため特別にハードウェアやソフトウェアは必要ありません。e-License のダウンロードは、

セキュリティで保護されたインターネット接続（HTTPS）経由で実行されます。管理者は、LWS を利用して

e-License を追跡できます。また、e-License がダウンロードされた端末のコンピュータ名を取得することがで

きます。（LWS 設定でコンピュータの追跡オプションで選択）ライセンス管理上、端末のコンピュータ名を取

得されることをお勧めいたします。

端末のコンピュータ名を取得されない場合のご運用も可能です。その場合は、LWS での ALM 設定の際に「シ

リアル番号のみ」を選択していただき、クライアントセットアップファイルのインストールは不要になります。

「シリアル番号のみ」を選択された場合は従来のインストール方法と変わりませんが、ALM の機能が限定さ

れます。

１

1　ALM の運用方法をご検討ください。

アドビライセンシング
Webサイト（LWS）

社内

インターネット

e-License の発行と発行数の管理。
e-License 発行状況の情報をemail にて通知。
インストール（e-License を発行）した端末のマシン名の取得。

Adobeライセンスサーバe-License の配布

管理者はまず LWS にアクセスしALM運用のために各種設定と必要なファイルをダウンロードします。

ALMの運用サーバを通じe-License の配布や端末の管理を行います。

管理者

ユーザー
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CLPでご購入のお客様が「シリアル番号のみ」を選択された場合について

CLP は、1 法人もしくはグループ会社を含めて包括契約を行うことによりディスカウントを受けられるライセン

ス制度です。「シリアル番号のみ」を選択された場合、e-License は CLP 契約法人（グループ）全体に対し

て発行され製品単位に割り当てられております。ご購入者個別には e-License が割り当てられていません。そ

のため、CLP でご購入のお客様が「シリアル番号のみ」を選択される場合は、ALM の設定と運用を確実に

行わないと製品を購入していても e-License を取得できない場合がございます。

（例）
CLP を契約している A 社で鈴木さんが Acrobat 8 を 10 ライセンス購入し、LWS にて ALM の設定を行いまし
た。同じ時期に田中さんが Acrobat 8 を 5 ライセンス購入しました。しかし ALM について知識がなく、LWS
にて ALM の設定を行いませんでした。ALM の設定をしていない田中さんが、鈴木さんより先に Acrobat 8
を 5 ライセンスインストールし e-License を取得しました。この場合に取得した 5 つの e-License は、鈴木さ
んが設定した e-License を使用したことになります。すると鈴木さんは e-License が 5 つ不足し、購入した 10
ライセンスすべての e-License の取得を行うことができない状態になります。
この場合は田中さんが LWS にて「シリアル番号のみ」の設定を行うことにより、鈴木さんはすべての e-License
を取得することができます。

CLPでご購入のお客様が「シリアル番号のみ」をご選択された場合について

上記のような状況を避けるためには、購入者個別に e-License を割り当てる必要がございます。ご購入時に

登録されたユーザ（Ship to ID 所有者）がオーダーごとに LWS で「Adobe ライセンスサーバ」か「ローカ

ルサーバ」の設定を行うと、登録者別に e-License が割り当てられます。

CLP とは

http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/openoptions/contractual.html

Ship to ID について

鈴木さん 田中さん

LWS で ALM の
設定済み

鈴木さん 田中さん

LWS で ALM
未設定

田中さんが先に
e-License を
取得したため
5 ライセンス分の
e-License が不足
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ローカルサーバでの運用

この運用方法はシステム管理者がいる組織や、ファイアーウォールの問題でインターネット経由でアドビの

サーバから e-License をダウンロードできない場合に最適です。お客様の組織内にあるローカルサーバ内に

e-License と関連情報が格納されます。この場合はお客様にてサーバを用意していただく必要がございます。

e-License のダウンロードは、TCP/IP ネットワーク接続経由で実行されます。ローカルのサーバを使用して

e-License を管理するには、LWS から無償でダウンロード提供している Adobe License Server ソフトウェアが

必要です。ローカルサーバでは、Adobe ライセンスサーバの場合に利用可能なレポート機能に加え、特定

ユーザのために e-License を予約したり、他のコンピュータやユーザからの e-License 要求を却下するといっ

た追加機能を使用できます。専用のユーザガイドは、www.adobe.com/jp/elicensing にて入手していただく

ことができます。

2

1　ALM の運用方法をご検討ください。

アドビライセンシング
Webサイト（LWS）

社内

e-License の発行と発行数の管理。
e-License 発行状況の情報をemail にて通知。
インストール（e-License を発行）した端末のマシン名の取得。

e-License の配布

管理者はまず LWS にアクセスしALM運用のために各種設定と必要なファイルをダウンロードします。

ALMの運用サーバを通じe-License の
配布や端末の管理を行います。

管理者

ユーザー

ローカルサーバ
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混在サーバでの運用

Adobe ライセンスサーバ方法とローカルサーバ方法の組み合わせです。混在サーバ方法では、一部の

e-License については e-License と関連情報をローカルサーバに格納し、残りを Adobe ライセンスサーバに

格納するという選択が可能です。e-License のダウンロードは、アドビでホストされているものについてはセ

キュリティで保護されたインターネット接続（HTTPS 接続）で実行され、ローカルサーバからダウンロードさ

れるものについては TCP/IP ネットワーク接続経由で実行されます。この方法では、コンピュータ名表示方法

（アドビでホストするライセンス用）の選択と Adobe License Server ソフトウェア（ローカルでホストするラ

イセンス用）の両方が必要です。e-License の追跡には、ホスト方法に応じて、LWS および Adobe License 

Server ソフトウェアを使用します。

なお、ALM 対応製品のライセンスを新たに購入した場合、その都度 e-License を設定する必要があります。

設定を始める前に、ホスト方法とコンピュータ名追跡オプションについてよく理解してください。どのホスト方

法を選択すればよいか分からない場合は、手続きを開始する前にシステム管理者にお問い合わせください。

詳しくは、www.adobe.com/jp/elicensing をご覧ください。

3

1　ALM の運用方法をご検討ください。

設定オプション名 シリアル番号のみ Adobeライセンス サーバ ローカルサーバ ALM機能オフ
（e-Licenseの無効化）

使用するサーバ Adobeサーバ Adobeサーバ ローカルサーバ ー

e-License ダウンロード先の追跡
（マシン名の取得） 不可 可能 可能 ー

想定されるお客様 個人事務所、小規模 中小規模 大企業、公官庁、大学 ー

インストール以前のLWS での
設定 必須 必須 必須 必須

クライアントセットアップファイル
が必要 いいえ はい はい はい

ライセンスサーバツールが必要 いいえ いいえ はい ー

クライアントセットアップファイル
のファイル名の変更が必要 ー

はい
adobeconfig.xml

に変更してください

はい
adobeconfig.xml

に変更してください

はい
adobeconfig.xml

に変更してください

eLicense ダウンロードの方法 HTTPS HTTPS TCP/IP （e−Licenseは不要）

ユーザへのe-License 取得の
表示 あり On/Off 機能（初期設定はOn） On/Off 機能（初期設定はOn） ー

レポートの参照 LWS LWS LWS およびLicense Server 
Administrator ー

運用オプション なし 上記のみ
上記のほか、eLicenseの

割り当て先を詳細に
設定できる

ー

その他
専用のユーザガイドがあります。
www.adobe.com/jp/elicensing

にて入手できます。

専用のユーザガイドがあります。
www.adobe.com/jp/elicensing

にて入手できます。

ALM対応製品：運用比較表

＊ Adobe License Server ソフトウェア対応 OS：
▪	 Windows Server 2003
▪	 Winows XP/SP2
▪	 Mac OS X 10.4.x 以上

Mac OS X servers :
▪	 G4 process または G5 processor( 推奨 )
▪	 512 MB of memory (1 GB 推奨 )
▪	 Apple Safari, Internet Explorer 6.0 以上 , or Mozilla 

FireFox 1.5 以上

　　　Server の要求スペック：Windows servers :
▪	 Intel Pentium クラス、または同等の CPU
▪	 512 MB of RAM (1 GB 推奨 )
▪	 Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 , or Mozilla 

FireFox 1.5 以上

ローカルサーバの推奨環境
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2 Licensing Web Site(LWS) にログインする

ALM の設定や、クライアントセットアップファイルのダウンロードのために LWS にログインします。製品ご購

入時に発行されている email をご準備ください。

1. Web ブラウザを起動し、https://licensing.adobe.com に移動します。

2. 該当するユーザタイプを選択します。

License Holder（ライセンスの所有者）：TLP、CLP のご契約者の場合はこちらを選択します。

Channel Partner or Internal Adobe（チャネルパートナー）：ご販売会社の場合はこちらを選択します。次に

「Where are you currently located?」というメッセージが表示されます。プルダウンメニューから「Japan」

をご選択し、「Next」ボタンをクリックします。

2　Licensing Web Site(LWS) にログインする
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3. ログイン ID とパスワードを入力します。

製品ご購入後、お客様に発行されている email にてご確認ください。ID と仮パスワードが記載されています。

なお、email は製品ご発注時に登録された方に発行されます。シリアル番号の管理や ALM の設定を行われ

る方の情報をご登録ください。発行されている email のタイトルは「アドビライセンスサイトへようこそ」です。

パスワードを変更されている場合は、お客様で変更されたパスワードを入力してください。

画面が英語で表記されている場合は、日本語に変更してください。画面右上の「English (Change )」をクリッ

クします。プルダウンメニューから「Japanese」を選択いただきます。「Remember this choice」のチェック

ボックスにチェックを入れて、「Submit」ボタンをクリックします。

2　Licensing Web Site(LWS) にログインする
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「お気に入りに追加するには、ここをクリックしてください」をクリックしていただくと、URL がお気に入り登録

されます。登録された URL からアクセスされた場合は、ログイン ID とパスワードの入力ページから表示され

ます。

パスワードに関する注意
1.	� パスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードをお忘れですか？」をクリックするとパスワード

ヒントを表示します。パスワードを思い出せない場合、「ログイン ID と新規パスワードの再送信」

をクリックしてださい。登録されているお客様のメールアドレスに、ログイン IDと新しいパスワー

ドが送信されます。（email が届くまでに 30 分程度かかる場合があります）

2. 	� お客様が所有されている ID が、別の ID に統合されている場合がございます。その場合は、統

合された ID が表示されます。統合後の ID をご利用ください。これまで、一人のお客様に対し

て複数の ID が発行されている場合がございました。管理を簡素化していただくために、複数発

行されていた ID を一つに統合しております。統合された ID のパスワードが不明な場合は、「ロ

グイン ID と新規パスワードの再送信」をクリックしてださい。

2　Licensing Web Site(LWS) にログインする

4. 初回のログイン時には「パスワードの変更」画面が表示されます。新しいパスワードを入力し、確認の

ために同じパスワードを再入力してから、パスワードヒントを入力します。

LWS は ALM の設定の他にシリアル番号の確認やご購入製品の履歴を確認することができます。LWS

の詳細については http://www.adobe.com/jp/special/aoo/ にてご確認ください。
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3 LWS にてALM の設定を行い、
インストール時に必要なファイルをダウンロードする

1. LWS にログイン後、「新規オーダーに e-License を設定」をクリックします。

以下の手順に従って ALM の設定を行ってください。なお、過去に同一製品の ALM 設定を行っている場合

は、ダウンロード済みのライセンスセットアップファイルと製品のインストーラをご利用いただくことができま

す。その際にも ALM の設定については、オーダーごとに LWS にて行う必要がございます。ただし、ALM 機

能をオフで運用される場合のみ、一度 LWS にて設定を行っていただきましたら、オーダーごとに LWS の設

定をする必要はございません。過去に設定したライセンスセットアップファイルを再度ダウンロードされる場

合は、「ライセンスセットアップファイルのダウンロード」をご選択ください。

注 意  ライセンスセットアップファイル作成は、製品ごとに行う必要がございます。

3　LWS にてALM の設定を行い、インストール時に必要なファイルをダウンロードする。

CLP で製品をご購入のお客様へ

LWS にて ALM の設定を行える権限は、Ship to ID が発行されている方に限られます。通常 Ship to ID は、

製品ご購入者に発行されております。End User ID が発行されている方（CLP のご契約者）には権限がご

ざいません。ただし、ご契約者を製品ご購入者として登録された際には、ご契約者に Ship to ID が発行

されます。

なお、Ship to ID と End User ID の違いは、以下の URL にてご確認いただけます。

http://www.adobe.com/jp/special/aoo/clp/page7.html
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2. 設定手順の概要を読んでから、「開始」をクリックします。

3.  ALM の設定を行うオーダーを選択します。アドビオーダー番号は、オーダー詳細をクリックして確認い

ただけます。

また、アドビオーダー番号の横にある三角マークをクリックすると、オーダーされた製品情報が表示されます。

なお、ALM 対応製品以外の製品は表示されません。

ALM の設定を行うオーダーを選択した後、「次へ」をクリックします。

注 意  一度 LWS 上にて ALM の運用設定を行われると、後から変更することはできません。ご検討の上ご選択

ください。ただし ALM の設定はオーダーごとに行えますので、オーダー単位で ALM の運用方法を選択するこ

とができます。

3　LWS にてALM の設定を行い、インストール時に必要なファイルをダウンロード
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4. ALM に関する注意事項をご確認いただき、「開始」ボタンをクリックします。

e-License の無効化（ALM 機能のオフ）を行う場合は、「変更する」をクリックし設定を変更してください。

ALM 機能をご利用されない場合はこちらをご選択ください。e-License の無効化を行われた場合も、製品イ

ンストール時にはクライアントセットアップファイルは必要になります。

e-License の無効化については 21 ページをご参照ください。

5. 「ライセンス運用方法」欄で、希望する運用方法をオーダー製品ごとに選択します。「混在サーバ管理」

を選択している場合は、ローカルサーバに割り当てる e-License の数を入力します。すると残りの e-License

数が自動計算され、Adobe ライセンスサーバに割り当てられます。「次へ」をクリックします。

3　LWS にてALM の設定を行い、インストール時に必要なファイルをダウンロード
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6.  「Adobeライセンスサーバ」「混在サーバ」をご選択された場合のみ表示
コンピュータ名の表示方法をご選択いただきます。以下の 3 種類から選択し「次へ」をクリックします。推奨

オプションは「アドビライセンスサーバに送信して記録」です。記録された場合、コンピュータ名はそのお客

様とアドビライセンスコールセンターのみがアクセスできる、別のシステムに保存されます。アドビでは、レ

ポートの目的およびカスタマーサポートで必要な場合にのみコンピュータ名を使用し、いかなる第三者にも

この情報を提供することはありません。

アドビライセンスサーバに送信して記録 (推奨) 
このオプションを選択すると、ユーザが e-License をダウンロードする際にマシン（コンピュータ）名も一緒

に送信されます。これにより、e-License をダウンロードしたコンピュータを追跡できるようになります。

アドビライセンスサーバに送信して破棄
このオプションを選択すると、ユーザが e-License をダウンロードする際にマシン（コンピュータ）名も一緒

にアドビのサーバに送信されますが記録はされません。コンピュータ名を取得するかどうかまだ判断できな

い場合は、このオプションをご選択ください。この設定を選択すると、後でインストール済みのアドビソフト

ウェアにまったく影響を与えることなく” マシン名を表示する ” をクリックするだけで設定を変更する事が可能

です。 既にインストール済みのクライアントセットアップファイルを再度インストールする必要はありません。

送信しない
これは、マシン（コンピュータ）名が送信されないように指定するオプションです。  この設定を後で変更す

る場合、別のクライアントセットアップファイルを含んだインストーラでユーザに再度インストールしてもらう

必要があります。

3　LWS にてALM の設定を行い、インストール時に必要なファイルをダウンロードする
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7. 選択した内容を「選択項目の確認」画面で確認します。選択内容を編集するには、「変更する」ボタン

をクリックします。設定内容が確定しましたら「送信」をクリックしてください。

重 要  送信後は変更できません。入力内容を充分にご確認ください。

8. 「クライアントセットアップファイルのダウンロード」欄にあるアイコンをクリックし、オーダー製品ごとにク

ライアントセットアップファイルをダウンロードします。「シリアル番号のみ」をご選択いただいた場合は、ク

ライアントセットアップファイルは必要ございません。

クライアントセットアップファイルには、e-License を取得する場所や、ALM 設定に関する必要な情報が含ま

れています。

また、クライアントセットアップファイル名にはネーミングルールがあります。例えば、Acrobat-8.0-ALL-PS-

LOC.xml という名前であれば、Adobe Acrobat 8 のセットアップファイルであることを示します。拡張子の前に

ある最後の 3 文字は、ALM の運用方法を示します。ローカルサーバの場合は LOC、Adobe ライセンスサー

バの場合は REM となります。複数製品のクライアントセットアップファイルをダウンロードした場合、ファイル

の区別にお役立てください。

3　LWS にてALM の設定を行い、インストール時に必要なファイルをダウンロードする
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クライアントセットアップファイルに関する注意
1.	� Acrobat® Elements、Acrobat Professional、Acrobat 3D など、同じ製品であれば、その製品で

同じサーバの運用方法（ローカルサーバまたは Adobe ライセンスサーバ）を使用している限り、

ダウンロードが必要なクライアントセットアップファイルは 1 つだけです。このセットアップファイ

ルを各インストールに対して使用できます。

2.	� 一度設定したクライアントセットアップファイルは、LWSトップページにある「ライセンスセット

アップファイルのダウンロード」をクリックすることにより、いつでもダウンロードできます。

9. 「ローカルサーバ」「混在サーバ」をご選択の場合
ローカルサーバの OS に応じて、OS のリンクをクリックして適切な Adobe License Server ソフトウェアをダウ

ンロードします。

次に、ローカルサーバに Adobe License Server ソフトウェアにインストールしていただき、各種設定を行っ

てください。

Adobe License Server ソフトウェアの詳細、インストール、設定については、www.adobe.com/jp/elicensing

で入手いただけます「Adobe License Server Tools ユーザガイド」を参照ください。

注 意 Adobe License Server ソフトウェアは、ローカルサーバ 1 台に対して、1 度だけダウンロードする必要が

あります。過去にサーバをセットアップして Adobe License Server を使用している場合、オーダーごとにツール

をダウンロードする必要はありません。

3　LWS にてALM の設定を行い、インストール時に必要なファイルをダウンロード
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e-Licenseの無効化（ALM機能のオフ）について

e-Licenseの無効化（ALM機能のオフ）について

＊実際の画面と異なる場合がございます。

アドビは、今後ライセンスプログラム（TLP、CLP）において、将来リリースする主要なデスクトップ製品に

ALM 機能を順次搭載していきます。e-License によるライセンス管理は、ライセンスを見える形で管理できる

ようにし、ライセンス管理を自動化します。これまで端末に、何のソフトウェアがインストールされているか調

査するには人手やコストがかかっていましたが、このような負担から解放されます。ALM が搭載される製品

については、是非 e-License による管理を開始していただくことをお勧めいたします。

しかし、すでに他のライセンス管理ツールやソフトウェア配布のシステムを導入されているお客様を想定し、

ALM 機能をオフにするオプションを 2007 年 11 月（予定）までご用意しております。なお、e-License の無

効化を選択する場合でも、LWS 上での ALM 設定が必要になり、製品インストール時にはクライアントセット

アップファイルが必要になります。ALM の設定を行い、クライアントセットアップファイルをダウンロードして

ください。

ALM 機能をオフにする詳しい手順については、www.adobe.com/jp/elicensing にございます「ALM 機能を

オフにする際のインストール手引き」にてご確認ください。

注 意  一度 LWS 上にて e-License の無効化（ALM 機能のオフ）を設定されますと、そのオーダに対して ALM 機能をオンに変更する
ことはできません。ご検討の上ご選択ください。ただし ALM の設定はオーダーごとに行えますので、オーダー単位で ALM 機能を利用
したり、オフにする設定を行えます。
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4 インストーラの準備

Adobe ライセンスサーバ、ローカルサーバ、混在サーバ、ALM 機能のオフ（e-License の無効化）を選択し

た場合、いずれもクライアントセットアップファイルをダウンロードし、以下に記載のインストールの準備が必

須となります。

注 意 Adobe ライセンスサーバ方式の 1 つである「シリアル番号のみ」を選択した場合には、クライアントセッ

トアップファイルは不要です。以下の手順を行っていただく必要はございません。LWS にて ALM 設定を行われ

た後、製品のシリアル番号を入力していただくことにより、製品のご利用、ALM の運用を開始していただくこと

ができます。

1. LWS からダウンロードしたクライアントセットアップファイルの名前を「adobeconfig.xml」に変更しま

す。OS の設定によっては、ファイルの拡張子が表示されておりません。拡張子が表示されていない場合は

ファイル名が「Acrobat-8[1].0-ALL-PS-REM」と表記されています。その場合は、「adobeconfig」とファイル

名を変更してください。拡張子が表示されない設定で「adobeconfig.xml」に変更された場合はインストール

時にエラーが発生します。

注 意  この変更を行わないと、アプリケーションのインストーラがこのセットアップファイルを検出できなくなり、

e-License がクライアントコンピュータにダウンロードされなくなります。必ず変更してください。

4　インストーラの準備

（例）Acrobat 8の場合

製品ごとにファイル名が異なります。

アイコンの表示は、環境によって異なる場合がございます。

2.  クライアントセットアップファイル（adobeconfig.xml）をテキストエディタで開き、編集を行います。

この編集作業は、ローカルサーバ、混在サーバをご選択いただいたお客様のみ必須の作業です。お客様が

ローカルにご用意いただいたサーバのディレクトリ情報を書き込みます。

編集の詳細については、www.adobe.com/jp/elicensing で入手いただけます「Adobe License Server Tools

ユーザガイド」を参照ください。なお、混在サーバの場合は、Adobe ライセンスサーバ用とローカルサーバ

用のクライアントセットアップファイルの 2 種類をご用意いただく必要がございます。
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4　インストーラの準備

ダイアログを表示させない方法

初期設定では、ユーザが製品を起動した際に e-License を取得するようにダイアログ表示されるよう設定され

ています。クライアントセットアップファイルを編集することにより、ダイアログを表示させないで e-License

を自動的に取得するように設定を変更することができます。

設定の変更を行われる場合は、インストール前に次の手順を行ってください。

1．クライアントセットアップファイル（adobeconfig.xml）をテキストエディタで開いてください。

2．以下表記の Verbose を SilentLicenseDownload に書き換えてください。

3．クライアントセットアップファイルを保存してください。

4．設定を変更したクライアントセットアップファイルを利用して以下の手順にお進みください。

adobeconfig.xml

これ以降の手順は、ALM 用のインストーラを作成し、CD-R で配布を行ったり、ファイルサーバやソ

フトウェア配布ツールを利用してインストールを行う方法になります。

なお、少数のコンピュータに対してインストールされる場合や ALM 用のインストーラを作成するの

が難しい場合は、 29 ページの「少数のインストールに適したインストール方法」をご確認ください。

この場合も、ダウンロードしたクライアントセットアップファイルは必要になりますが、ALM 用のイン

ストーラを作成する必要はございません。イメージディスクを作成してセットアップされる場合も、こ

の方法でイメージディスクを作成していただくことができます。

お客様に適したインストール方法をご選択ください
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4　インストーラの準備

3. 製品のインストーラ CD から、インストーラフォルダをコンピュータにコピーしてください。（図１）次に

クライアントセットアップファイル（adobeconfig.xml）をインストールファイルと同じフォルダ（ディレクトリ）

に移動してください。（図 2）その際、フォルダ名が半角英数文字であることをご確認ください。日本語や全

角文字でフォルダ名がつけられている場合は、正しくインストールされません。

注 意  製品をインストールする際は、必ずクライアントセットアップファイルをインストーラと同じフォルダ（ディレク

トリ）に移動する必要があります。手順を行っていない場合はユーザが e-License を取得できません。e-License 

を取得していない ALM 対応製品は、最初に製品を起動してから 30 日後にご利用いただけなくなります。

（図1）以下のフォルダ（赤い四角）をコンピュータにコピーしてください。

（図2）
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4. インストーラフォルダ内にある「abcpy.ini」ファイルを、メモ帳などのテキストエディタで開きます。

「ISX_SERIALNUMBER=」の後に、シリアル番号を入力して上書き保存します。製品のシリアル番号は LWS に

てご確認いただけます。なお、シリアル番号は製品ごとに異なります。

注 意  シリアル番号はすべて半角英数文字で入力してください。ハイフン (-) も半角英数文字での入力が必要です。

4　インストーラの準備
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4　インストーラの準備

フォルダ名、階層名には日本語、全角文字は使用できません

C:\Documents and Settings\Suzuki\ デスクトップ \アドビ製品 \Acrobat8temp

C:\Acrobat8temp

階層すべてが半角英数である必要があります。

Acrobat8 日本語版 Acrobat8temp
半角英数にする

5. CD-R（DVD-R）でインストールの際は、作成したインストーラフォルダを複製してインストール CD を作成

してください。インストール CD のボリューム名も半角英数文字をご利用ください。日本語や全角文字でボリュー

ム名がつけられている場合は、正しくインストールされません。

（例）Acrobat 8 のインストーラを CD-R に複製する際にボリューム名を "Acrobat 8 temp" にする。

ファイルサーバからのインストール、Microsoft SMS などのソフトウェア配布ツールでのインストールの場合

は、作成したインストールフォルダを必要な場所に複製してください。なお、インストーラを起動する際に、

フォルダ名やインストーラのフォルダが置かれている上位階層のディレクトリ名に日本語や全角文字が使用さ

れている場合、正しくインストールが行われません。半角英数文字を使用していただく必要がございます。

ファイルサーバの上位階層ディレクトリに日本語や全角文字が使用されている場合は、一旦ユーザの端末に

インストーラのフォルダを複製してからインストールを開始してください。その際は、複製先の階層にご注意

ください。複製していただく上位階層のディレクトリ名も半角英数文字である必要がございます。ハードディ

スクドライブの一番上の階層（C ドライブ等）に複製していただくか、すべての上位階層ディレクトリが半角

英数文字を使用している階層に複製してください。または、ファイルサーバのすべての上位階層ディレクトリ

名を半角英数文字にしていただければ、ファイルサーバから直接インストーラを起動することができます。こ

こまでが管理者の作業となります。

（例）
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ALM対応製品のインストールとe-Licenseの取得ガイドについて

次のページより製品のインストールと e-License の取得についてご案内します。お客様によっては、ALM 用

のインストーラを作成される管理者の方と、製品のインストールを行い e-License の取得をされる方が異なる

場合がございます。その際に管理者の方から、インストールを行われるユーザ向けに配布していただける手

引きをご用意しております。この手引きでは、ALM の設定や ALM 用のインストーラの作成については触れ

ておらず、インストール方法と e-License の取得について特化した内容になっております。管理者の方はこち

らの手引きを配布していただくことにより、ユーザに ALM 対応製品のインストールについてご案内していた

だくことができます。なお、配布される前に LWS にて ALM の設定行なってください。また、ALM 用のイン

ストーラを作成し配布していただく必要がございます。この手引書は「Adobe ライセンスサーバ」「ローカル

サーバ」「混在サーバ」「シリアル番号のみ」で運用されるお客様が想定されております。

ユーザ配布用の手引き書は以下のアイコンにファイルが添付されています。アイコンをダブルクリックしてい

ただくことでファイルを開くことができます。。

製品のインストールとe-Licenseの取得ガイドについて

ALM 用インストーラによる製品のインストール ~ ユーザ編～
「Adobe ライセンスサーバ」「ローカルサーバ」「混在サーバ」をご運用の場合

アイコンをダブルクリックしていただくとファイルが開きます。

ALM 用インストーラによる製品のインストール  ～ユーザ編～
「シリアル番号のみ」を運用の場合

アイコンをダブルクリックしていただくとファイルが開きます。
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本書では、Adobe License Manager(ALM) 対応製品をインストールしていただく際の手順をご紹介い


たします。ALM 対応製品は、製品を購入されたご担当者（Ship to ID の所有者：製品の購入時にア


ドビシステムズより email を受け取られた方）が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の


設定を行う必要がございます。また、ご担当者が LWS で ALM の設定を「Adobe ライセンスサーバ」


か「ローカルサーバ」もしくは「混在サーバ」にされている際のインストール手順となります。また、


ALM 用のインストーラの作成をご担当者が行われており、配布されていることが前提となります。


ALM は、お客様のライセンス管理をサポートする仕組みです。ライセンス管理は、コンプライアンス


やコスト管理を行う上で重要になります。従来、このような管理には人手やコストが掛かっていまし


た。ALM は、ライセンス管理に掛かる人手やコストを最小限にすることが可能です。


今後、アドビのデスクトップ製品は、順次 ALM に対応していきます。最初に対応する製品は、2006


年 11 月に発売の Adobe Acrobat 8（Standard,Professional）Windows 版です。また、ALM はライ


センスプログラム（TLP、CLP）にて提供されている製品が対象になります。Creative Suite 2.3 に含


まれる Acrobat 8 Professional Windows 版およびパッケージ製品は、ALM に対応しておりません。


ALM 対応製品は、ライセンス管理において多くのメリットをお客様にもたらします。一方で、インス


トールを行う前に ALM の運用方法について設定していただくことが必須となり、インストール方法も


従来と大きく変わります。必要な設定を行わずに ALM 対応製品をインストールした場合、最初に製品


を起動してから 30 日後にご利用いただけなくなります。ALM 対応製品は手順に基づいた設定、イン


ストールが必要となりますのでご注意ください。


なお、ALM の概要や ALM 対応製品、ALM 機能を利用したご運用については www.adobe.com/jp/elicensing


にてご確認いただけます。


はじめに


はじめに
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1　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


1 ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


1　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


重要  インストーラを起動する際に必要な確認事項


インストーラのフォルダ名に日本語や全角文字が使用されていると正しくインストールが行わ


れません。また、インストーラのフォルダが置かれている上位階層のディレクトリ名に日本語や


全角文字が使用されている場合も同様に正しくインストールが行われません。ファイル名や、す


べての上位階層のディレクトリ名に半角英数文字を使用していただく必要がございます。


なお、インストールを実行する先のフォルダ名については日本語や全角を含んでいても問題ご


ざいません。


1. �インストーラを起動します。「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。


	 CD-R/RW からインストールの場合


インストーラを CD-R/RW から直接起動してください。


	 �ファイルサーバからインストールの場合


インストーラフォルダをクライアントマシンにコピーしてからインストールを開始される際には、


コピーを行う場所（ディレクトリ）にご注意ください。ハードディスクドライブの一番上の階層


（C：￥）に複製していただくか、すべての上位階層ディレクトリが半角英数を使用している階層


に複製してください。


C:\Documents and Settings\Suzuki\ デスクトップ \アドビ製品 \Acrobat8temp


C:\Acrobat8temp


階層すべてが半角英数である必要があります。


Acrobat8 日本語版 Acrobat8temp


半角英数にする


（例）
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1　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


2. シリアル番号を入力して製品をインストールします。シリアル番号は自動表示されます。シリアル番号が


正しく表示されているかご確認ください。正しく表示されていない場合は、シリアル番号を再入力してくださ


い。また、ユーザ名、所属を入力し、ダイアログに従ってインストールしてください。


3. インストールが完了しましたら、OS を再起動し製品を起動してください。


1　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


4. 製品を起動すると e-License 取得のダイアログが表示されます。（設定によりダイアログが表示されない


場合もございます）ダイアログにて所定のボタンをクリックすることにより、指定されたサーバから e-License


を取得します。なお、e-License のダイアログが表示されるのに数十秒かかる場合がございます。


e-License の取得が行えなかった場合は、次ページの「e-License のダウンロードができなかった場合」をご


確認ください。


5. インストールと e-License の取得が完了し、製品をご利用いただける状態となりました。
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2　e-Licenseのダウンロードができなかった場合


2 e-Licenseのダウンロードができなかった場合


1. 製品を一旦終了してから、インストールを完了した製品フォルダ内の「alm_config_files」フォルダを開


いてください。（※ 1） 


通常、「alm_config_files」フォルダは以下のディレクトリにございます。 


C: ¥Program Files ¥Adobe ¥Acrobat 8.0 ¥Acrobat ¥alm_config_files


�


（※ 3）


3. イン スト ー ラフォ ル ダ 内（CD-R、 ファイ ル サ ー バ ） に あ る「adobeconfig.xml」 ファイ ル を


「alm_config_files」フォルダにコピーしてください。（※ 3）


2. 「alm_config_files」フォルダ内にある「adobeconfig.xml」ファイルを削除してください。（※ 2）


（※ 1） （※ 2）


4. 製品を起動し、e-License を取得してください。 


e-License の取得が行えなかった場合は、一度社内のご担当者（Ship to ID の所有者：製品の購入時にア


ドビシステムズより email を受け取られた方）にご相談ください。


e-License の取得は、製品を購入されたご担当者が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の設定


を行う必要がございます。設定が行われており、e-License が取得できない場合は、製品を購入されたご担


当者からアドビライセンスコールセンターへご相談ください。アドビライセンスコールセンターの連絡先は


8 ページをご参照ください。
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製品をアンインストールされる場合


2. e-License の返却をクリックしてください。


製品をアンインストールされる際は、必ず e-License を返却してください。


1. 製品を起動してください。「ヘルプ」メニューから「ライセンシング」の「e-License の返却」をクリック


します。


製品をアンインストールされる場合


3. e-License が返却されました。返却された e-License は、別のコンピュータで取得することができます。


製品をアンインストールしてください。
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トラブルシューティング


ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により、アプリケーションの再インストールが必要な場合
製品をアンインストールする際に、手順に従って e-License の返却を行ってください。再インストールした後、再度 e-License


を取得していただくことにより、製品をご利用いただくことができます。


OS やハードウェアの不具合により、e-License の返却が行えなかった場合、e-License は消失してしまいます。再発行の手続


きはアドビライセンスコールセンターにご連絡ください。なお、e-License を再取得していない場合も、製品起動後の 30 日間


は製品をご利用いただくことが可能です。30 日以内に手続きをしていただくことにより、製品を継続してご利用いただくことが


できます。


e-License が壊れた場合の e-License 再発行について
ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により e-License が壊れることがあります。製品の起動時に、壊れたライセンスを


識別し修復を試みる機能が搭載されています。e-License を修復することができない場合は、アドビライセンスコールセンター


にご連絡ください。


e-License 取得時に「e-License をダウンロードできませんでした」というエラーが表示された場合


以下の理由が考えられます。


1．LWS にて ALM の設定が行われていない


e-License の取得は、製品を購入されたご担当者が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の設定を行う必要が


ございます。設定が行われており、e-License が取得できない場合は、製品を購入されたご担当者からアドビライセンス


コールセンターへご相談ください。


トラブルシューティング


アドビ ライセンスコールセンター


TEL：03-5350-7135


受付時間：9:30~17:30( 土曜、日曜、祝日、弊社指定休日を除く)
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2．クライアントセットアップファイルが正しくインストールされていない


本書中の「e-License のダウンロードができなかった場合」の手順を行ってください。


3．e-License を発行するサーバにトラブルがある


e-License を「ローカルサーバ」から取得する設定になっている場合は、ローカルサーバに接続できる環境で e-License を


取得する必要がございます。設定が「ローカルサーバ」になっているかは、社内のご担当者（Ship to ID の所有者：製品


の購入時にアドビシステムズより email を受け取られた方）にご確認ください。


e-License を取得しないで製品を使い続けた場合
製品を起動してから 30 日後に製品がご利用いただけなくなります。30 日以内に e-License の取得をしてください。


e-License の無効化（ALM 機能のオフ）を選択されている場合は、e-License を取得しなくても製品を継続的にご利用いただ


けます。


前述以外の原因でインストールおよび e-License の取得が行えない場合
無償インストールサポートへご連絡ください。


お問い合わせの際は、窓口に以下の情報をお伝えください。


 


1. 御社名


2. 使用製品（Acrobat 8 Professional Windows 版、もしくは Acrobat 8 Standard Windows 版）


3. シリアル番号


4.トラブル内容　


5.ALM の運用方法


ALM の運用方法についてご不明な際は管理者の方にご確認ください


「Adobe ライセンスサーバ」、「ローカルサーバ」、「混在サーバ」、「シリアル番号のみ」のいずれかになります。


 


＊ ALM 対応製品はインストール前に管理者の方が、アドビライセンシングウェブサイト（LWS）において ALM の設定を行う


必要がございます。


 


＊「e-Licese の再発行」についてはライセンスコールセンターにご連絡ください。
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無償インストールサポート


お問い合わせ専用：0570-023623（ナビダイヤル）または 03-5304-2400


受付時間：月～金曜日　9：30 ～ 17：30（土曜、日曜、祝祭日、弊社指定休日を除く）
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ライセンスプログラム（TLP、CLP）にてご購入されたお客様が対象となります。
アドビ製品のインストール時にご一読が必要です。


この資料の掲載内容は、2006年12月現在のものです。記載内容は予告なく変更 することがあります。最新の手引きは www.adobe.com/jp/elicensing にてご確認ください。


ALM用インストーラのインストール


「シリアル番号のみ」で
ALMを運用されている場合


重 要


～ユーザ編～
Version 1.2
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本書では、Adobe License Manager(ALM ) 対応製品をインストールしていただく際の手順をご紹介い


たします。ALM 対応製品は、製品を購入されたご担当者（Ship to ID の所有者：製品の購入時にア


ドビシステムズより email を受け取られた方）が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の


設定を行う必要がございます。また、ご担当者が LWS で ALM の設定を「シリアル番号のみ」にされ


ている際のインストール手順となります。


ALM は、お客様のライセンス管理をサポートする仕組みです。ライセンス管理は、コンプライアンス


やコスト管理を行う上で重要になります。従来、このような管理には人手やコストが掛かっていまし


た。ALM は、ライセンス管理に掛かる人手やコストを最小限にすることが可能です。


今後、アドビのデスクトップ製品は、順次 ALM に対応していきます。ALM はライセンスプログラム


（TLP、CLP）にてご購入されたお客様向けの機能です。パッケージ製品は ALM に対応しておりま


せん。最初に対応する製品は、2006 年 11 月に発売の Adobe Acrobat 8（Standard,Professional）


Windows 版です。なお、Creative Suite 2.3 に含まれる Acrobat 8 Professional Windows は ALM に


対応しておりません。


ALM 対応製品は、ライセンス管理において多くのメリットをお客様にもたらします。一方で、インス


トールを行う前に ALM の運用方法について設定いただくことが必須となります。必要な設定を行わず


に ALM 対応製品をインストールした場合、最初に製品を起動してから 30 日後にご利用いただけなく


なります。ALM 対応製品は手順に基づいた設定、インストール、e-License の取得が必要となります


のでご注意ください。


なお、ALM の概要や ALM 対応製品、ALM 機能を利用したご運用については www.adobe.com/jp/elicensing 


にてご確認いただけます。


はじめに


はじめに
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ユーザによる製品のインストールとe-License の取得..........................................................................................................4
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目次


目次







�


ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


2. シリアル番号を入力して製品をインストールします。ユーザ名、所属を入力していただき、ダイアログに


従ってインストールしてください。


1　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


1. �製品のインストーラを CD から直接起動します。「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。イ


ンストーラは、販売されている製品のインストール CD（ライセンス用）をご利用いただけます。


重要  インストーラフォルダを CD からコンピュータに一旦コピーしてからインストーラを起動する際の注意事項


インストーラのフォルダ名に日本語や全角文字が使用されていると正しくインストールが行われません。また、


インストーラのフォルダが置かれている上位階層のディレクトリ名に日本語や全角文字が使用されている場合も


同様に正しくインストールが行われません。ファイル名や、すべての上位階層のディレクトリ名に半角英数文字


を使用していただく必要がございます。


なお、インストールを実行する先のフォルダ名については日本語や全角を含んでいても問題ございません。


C:\Documents and Settings\Suzuki\ デスクトップ \アドビ製品 \Acrobat8temp


C:\Acrobat8temp


階層すべてが半角英数である必要があります。


Acrobat8 日本語版 Acrobat8temp


半角英数にする


（例）
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ユーザによる製品のインストールとe-License の取得


4. 製品を起動すると e-License 取得のダイアログが表示されます。ダイアログにて所定のボタンをクリック


することにより、指定されたサーバから e-License を取得します。なお、e-License のダイアログが表示され


るのに数十秒かかる場合がございます。


e-License の取得が行えなかった場合は、トラブルシューティング（9 ページ）をご確認ください。


5. インストールと e-License の取得が完了し、製品をご利用いただける状態となりました。


3. インストールが完了しましたら、OS を再起動し製品を起動してください。
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製品をアンインストールされる場合


2. e-License の返却をクリックしてください。


製品をアンインストールされる際は、必ず e-License を返却してください。


1. 製品を起動してください。「ヘルプ」メニューから「ライセンシング」の「e-License の返却」をクリック


します。


製品をアンインストールされる場合


3. e-License が返却されました。返却された e-License は、別のコンピュータで取得することができます。


製品をアンインストールしてください。
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トラブルシューティング


ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により、アプリケーションの再インストールが必要な場合
製品をアンインストールする際に、手順に従って e-License の返却を行ってください。再インストールした後、再度 e-License


を取得していただくことにより、製品をご利用いただくことができます。


OS やハードウェアの不具合により、e-License の返却が行えなかった場合、e-License は消失してしまいます。再発行の手続


きはアドビライセンスコールセンターにご連絡ください。なお、e-License を再取得していない場合も、製品起動後の 30 日間


は製品をご利用いただくことが可能です。30 日以内に手続きをしていただくことにより、製品を継続してご利用いただくことが


できます。


e-License が壊れた場合の e-License 再発行について
ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により e-License が壊れることがあります。製品の起動時に、壊れたライセンスを


識別し修復を試みる機能が搭載されています。e-License を修復することができない場合は、アドビライセンスコールセンター


にご連絡ください。


e-License 取得時に「e-License をダウンロードできませんでした」というエラーが表示された場合


トラブルシューティング


アドビ ライセンスコールセンター


TEL：03-5350-7135


受付時間：9:30~17:30( 土曜、日曜、祝日、弊社指定休日を除く)







以下の理由が考えられます。


1．LWS にて ALM の設定が行われていない


e-License の取得は、製品を購入されたご担当者が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の設定を行う必要が


ございます。設定が行われており、e-License が取得できない場合は、製品を購入されたご担当者からアドビライセンス


コールセンターへご相談ください。


2．e-License が他のユーザに使用されている（CLP でご購入のお客様）


通常、製品をご購入時に登録された方に e-mail が送信されます。ALM の設定は LWS にて e-mail を受け取られた方（Ship 


to ID 所有者）が行う必要がございます。この ALM 設定の作業を行われているユーザと、行っていないユーザが CLP の契


約範囲内で発生した場合、e-License の取得が正しく行われません。


CLP とは


http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/openoptions/contractual.html


LWS とは


シリアル番号、購入履歴の確認、ALM の設定ができるお客様専用サイトです。


http://www.adobe.com/jp/special/aoo/


e-License を取得しないで製品を使い続けた場合
製品を起動してから 30 日後に製品がご利用いただけなくなります。30 日以内に e-License の取得をしてください。


前述以外の原因でインストールおよび e-License の取得が行えない場合
無償インストールサポートへご連絡ください。


 


お問い合わせの際は、窓口に以下の情報をお伝えください。


 


1. 御社名


2. 使用製品（Acrobat 8 Professional Windows 版、もしくは Acrobat 8 Standard Windows 版）


3. シリアル番号


4.トラブル内容　


5.ALM の運用方法


ALM の運用方法についてご不明な際は管理者の方にご確認ください


「Adobe ライセンスサーバ」、「ローカルサーバ」、「混在サーバ」、「シリアル番号のみ」のいずれかになります。


 


＊ ALM 対応製品はインストール前に管理者の方が、アドビライセンシングウェブサイト（LWS）において ALM の設定を行う


必要がございます。


 


＊「e-Licese の再発行」についてはライセンスコールセンターにご連絡ください。
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米国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。
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無償インストールサポート


お問い合わせ専用：0570-023623（ナビダイヤル）または 03-5304-2400


受付時間：月～金曜日　9：30 ～ 17：30（土曜、日曜、祝祭日、弊社指定休日を除く）
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5 ユーザによる製品のインストールとe-License の取得

5　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得

重要  インストーラを起動する際に必要な確認事項

インストーラのフォルダ名に日本語や全角文字が使用されていると正しくインストールが行わ

れません。また、インストーラのフォルダが置かれている上位階層のディレクトリ名に日本語や

全角文字が使用されている場合も同様に正しくインストールが行われません。ファイル名や、す

べての上位階層のディレクトリ名に半角英数文字を使用していただく必要がございます。

なお、インストールを実行する先のフォルダ名については日本語や全角を含んでいても問題ご

ざいません。

1. �インストーラを起動します。「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

	 CD-R/RW からインストールの場合

インストーラを CD-R/RW から直接起動してください。

	 �ファイルサーバからインストールの場合

インストーラフォルダをクライアントマシンにコピーしてからインストールを開始される際には、

コピーを行う場所（ディレクトリ）にご注意ください。ハードディスクドライブの一番上の階層

（C：￥）に複製していただくか、すべての上位階層ディレクトリが半角英数を使用している階層

に複製してください。

C:\Documents and Settings\Suzuki\ デスクトップ \アドビ製品 \Acrobat8temp

C:\Acrobat8temp

階層すべてが半角英数である必要があります。

Acrobat8 日本語版 Acrobat8temp

半角英数にする

（例）
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2. シリアル番号を入力して製品をインストールします。「abcpy.ini」に入力したシリアル番号が自動表示さ

れます。正しく表示されていない場合は、シリアル番号を再入力してください。製品のシリアル番号は LWS

にてご確認いただけます。なお、シリアル番号は製品ごとに異なります。ユーザ名、所属を入力し、ダイア

ログに従ってインストールしてください。

3. インストールが完了しましたら、OS を再起動し製品を起動してください。

5　ユーザによる製品のインストールとe-License の取得

4. 製品を起動すると e-License 取得のダイアログが表示されます。（設定によりダイアログが表示されない

場合もございます）ダイアログにて所定のボタンをクリックすることにより、指定されたサーバから e-License 

を取得します。なお、e-License のダイアログが表示されるのに数十秒かかる場合がございます。

e-License の取得が行えなかった場合は、次ページの「e-License のダウンロードができなかった場合」をご

確認ください。なお、ALM 機能をオフ（e-License の無効化）にしたクライアントセットアップファイルを利

用した場合はダイアログは表示されません。

注 意  ローカルサーバ、混在サーバをご選択いただいた場合は、事前にローカルサーバのセットアップが必要

となります。サーバのセットアップについては、www.adobe.com/jp/elicensing で入手いただけます「Adobe 

License Server Tools ユーザガイド」を参照ください。

5. ALM 製品が継続して利用できる状態になり、サーバからライセンスの運用状況を確認していただける状

態となります。

6. ALM 機能を利用したライセンス管理レポート作成や、電子メールによるアラート機能については 

www.adobe.com/jp/elicensing をご参照ください。
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6　e-Licenseのダウンロードができなかった場合

6 e-Licenseのダウンロードができなかった場合

1. 製品を一旦終了してから、インストールを完了した製品フォルダ内の「alm_config_files」フォルダを開

いてください。（※ 1） 

通常、「alm_config_files」フォルダは以下のディレクトリにございます。 

C: ¥Program Files ¥Adobe ¥Acrobat 8.0 ¥Acrobat ¥alm_config_files

31

（※ 3）

3. イン スト ー ラフォ ル ダ 内（CD-R、 ファイ ル サ ー バ ） に あ る「adobeconfig.xml」 ファイ ル を

「alm_config_files」フォルダにコピーしてください。（※ 3）

2. 「alm_config_files」フォルダ内にある「adobeconfig.xml」ファイルを削除してください。（※ 2）

（※ 1） （※ 2）

4. 製品を起動し、e-License を取得してください。 

ダイアログにて所定のボタンをクリックすることにより、指定されたサーバから e-License を取得します。な

お、e-License 取得のダイアログが表示されるのに数十秒かかる場合がございます。

ここでも e-License の取得が行えなかった場合は、トラブルシューティング（36 ページ）をご確認ください。
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ここでは、ALM 対応製品を少数のコンピュータに対してインストールされる場合や、ALM 用のインストーラ

を作成しての運用が難しい場合のインストール方法をご案内します。LWS からダウンロードしたクライアント

セットアップファイル（adobeconfig.xml）と製品のインストール CD をご用意ください。なお、「少数のイン

ストールに適した方法」を抜粋した PDF も別途ご用意しております。インストールを行う方に配布される場合

は、以下のアイコンをダブルクリックしてください。資料が添付されております。

少数のインストールに適した方法

2. シリアル番号を入力して製品をインストールします。ユーザ名と所属も入力してください。

製品のシリアル番号は LWS にてご確認いただけます。なお、シリアル番号は製品ごとに異なります。

少数のインストールに適した方法

1. 製品のインストーラを起動します。「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。インストーラ

は、販売されている製品のインストール CD（ライセンス用）をご利用いただけます。

少数のインストールに適した方法

アイコンをダブルクリックしていただくとファイルが開きます。
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ライセンスプログラム（TLP、CLP）にてご購入されたお客様が対象となります。
アドビ製品のインストール時にご一読が必要です。


この資料の掲載内容は、2006年12月現在のものです。記載内容は予告なく変更 することがあります。最新の手引きは www.adobe.com/jp/elicensing にてご確認ください。


ALM対応製品のインストール


「Adobeライセンスサーバ」
「ローカルサーバ」
「混在サーバ」で
ALMを運用する場合に
ALM用インストーラを
作成しないでインストールする方法


少数のインストール、
ディスクイメージの作成に適しています。


重 要


～ユーザ編～
Version 1.2
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本書では、Adobe License Manager(ALM) 対応製品をインストールしていただく際の手順をご紹介い


たします。ALM 対応製品は、製品を購入されたご担当者（Ship to ID の所有者：製品の購入時にア


ドビシステムズより email を受け取られた方）が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の


設定を行う必要がございます。また、ご担当者が LWS で ALM の設定を行い、クライアントセットアッ


プファイル（adobeconfig.xml) を配布されている際のインストール手順となります。


ALM は、お客様のライセンス管理をサポートする仕組みです。ライセンス管理は、コンプライアンス


やコスト管理を行う上で重要になります。従来、このような管理には人手やコストが掛かっていまし


た。ALM は、ライセンス管理に掛かる人手やコストを最小限にすることが可能です。


今後、アドビのデスクトップ製品は、順次 ALM に対応していきます。最初に対応する製品は、2006


年 11 月に発売の Adobe Acrobat 8（Standard,Professional）Windows 版です。また、ALM はライ


センスプログラム（TLP、CLP）にて提供されている製品が対象になります。Creative Suite 2.3 に含


まれる Acrobat 8 Professional Windows 版およびパッケージ製品は、ALM に対応しておりません。


ALM 対応製品は、ライセンス管理において多くのメリットをお客様にもたらします。一方で、インス


トールを行う前に ALM の運用方法について設定いただくことが必須となり、インストール方法も従来


と大きく変わります。必要な設定を行わずに ALM 対応製品をインストールした場合、最初に製品を


起動してから 30 日後にご利用いただけなくなります。ALM 対応製品は手順に基づいた設定、インス


トール、e-License の取得が必要となりますのでご注意ください。


なお、ALM の概要や ALM 対応製品、ALM 機能を利用したご運用については www.adobe.com/jp/elicensing 


にてご確認いただけます。


はじめに


はじめに
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ユーザによる製品のインストールとe-Licenseの取得...........................................................................................................4


	 製品をアンインストールされる場合........................................................................................................................................6


トラブルシューティング.......................................................................................................................................................................................7


目次


目次
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2. シリアル番号を入力して製品をインストールします。ユーザ名と所属も入力してください。


なお、シリアル番号は製品ごとに異なります。


少数のインストールに適した方法


1. 製品のインストーラを CD から直接起動します。「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。イ


ンストーラは、販売されている製品のインストール CD（ライセンス用）をご利用いただけます。


3. インストールを完了した製品フォルダ内の「alm_config_files」フォルダを開いてください。


通常、「alm_config_files」フォルダは以下のディレクトリにございます。


C: ￥Program Files ￥Adobe ￥Acrobat 8.0 ￥Acrobat ￥alm_config_files


ユーザによる製品のインストールとe-License の取得
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7. インストールが完了し、製品をご利用いただける状態となりました。


5. 製品を起動してください。


6. 製品を起動すると e-License 取得のダイアログが表示されます。（設定によりダイアログが表示されない


場合もございます）ダイアログにて所定のボタンをクリックすることにより、指定されたサーバから e-License


を取得します。なお、e-License のダイアログが表示されるのに数十秒かかる場合がございます。


4.「adobeconfig.xml」ファイルを「alm_config_files」フォルダにコピー（上書き）してください。


注意  製品をインストールすると「alm_config_files」フォルダには「adobeconfig.xml」ファイルがすでに作


成されていますが、必ず「adobeconfig.xml」ファイルを上書きしてください。


少数のインストールに適した方法
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製品をアンインストールされる場合


2. e-License の返却をクリックしてください。


製品をアンインストールされる際は、必ず e-License を返却してください。


1. 製品を起動してください。「ヘルプ」メニューから「ライセンシング」の「e-License の返却」をクリック


します。


製品をアンインストールされる場合


3. e-License が返却されました。返却された e-License は、別のコンピュータで取得することができます。


製品をアンインストールしてください。
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トラブルシューティング


ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により、アプリケーションの再インストールが必要な場合
製品をアンインストールする際に、手順に従って e-License の返却を行ってください。再インストールした後、再度 e-License


を取得していただくことにより、製品をご利用いただくことができます。


OS やハードウェアの不具合により、e-License の返却が行えなかった場合、e-License は消失してしまいます。再発行の手続


きはアドビライセンスコールセンターにご連絡ください。なお、e-License を再取得していない場合も、製品起動後の 30 日間


は製品をご利用いただくことが可能です。30 日以内に手続きをしていただくことにより、製品を継続してご利用いただくことが


できます。


e-License が壊れた場合の e-License 再発行について
ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により e-License が壊れることがあります。製品の起動時に、壊れたライセンスを


識別し修復を試みる機能が搭載されています。e-License を修復することができない場合は、アドビライセンスコールセンター


にご連絡ください。


e-License 取得時に「e-License をダウンロードできませんでした」というエラーが表示された場合


以下の理由が考えられます。


1．LWS にて ALM の設定が行われていない


e-License の取得は、製品を購入されたご担当者が LWS（https://licensing.adobe.com）にて ALM の設定を行う必要が


ございます。設定が行われており、e-License が取得できない場合は、製品を購入されたご担当者からアドビライセンス


コールセンターへご相談ください。


トラブルシューティング


アドビ ライセンスコールセンター


TEL：03-5350-7135


受付時間：9:30~17:30( 土曜、日曜、祝日、弊社指定休日を除く)
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2．クライアントセットアップファイルが正しくインストールされていない


再度、本書中の「ユーザによるインストールと e-License の取得」の手順にしたがってインストールを行ってください。


3．e-License を発行するサーバにトラブルがある


e-License を「ローカルサーバ」から取得する設定になっている場合は、ローカルサーバに接続できる環境で e-License を


取得する必要がございます。設定が「ローカルサーバ」になっているかは、社内のご担当者（Ship to ID の所有者：製品


の購入時にアドビシステムズより email を受け取られた方）にご確認ください。


e-License を取得しないで製品を使い続けた場合
製品を起動してから 30 日後に製品がご利用いただけなくなります。30 日以内に e-License の取得をしてください。


前述以外の原因でインストールおよび e-License の取得が行えない場合
無償インストールサポートへご連絡ください。


お問い合わせの際は、窓口に以下の情報をお伝えください。


 


1. 御社名


2. 使用製品（Acrobat 8 Professional Windows 版、もしくは Acrobat 8 Standard Windows 版）


3. シリアル番号


4.トラブル内容　


5.ALM の運用方法


ALM の運用方法についてご不明な際は管理者の方にご確認ください


「Adobe ライセンスサーバ」、「ローカルサーバ」、「混在サーバ」、「シリアル番号のみ」のいずれかになります。


 


＊ ALM 対応製品はインストール前に管理者の方が、アドビライセンシングウェブサイト（LWS）において ALM の設定を行う


必要がございます。


 


＊「e-Licese の再発行」についてはライセンスコールセンターにご連絡ください。


Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat 3D、Adobe LiveCycle、Adobe PDF ロゴ、Adobe Designer およびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
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無償インストールサポート


お問い合わせ専用：0570-023623（ナビダイヤル）または 03-5304-2400


受付時間：月～金曜日　9：30 ～ 17：30（土曜、日曜、祝祭日、弊社指定休日を除く）





mfujioka
添付ファイル
少数のALMインストール（ユーザ編）.pdf
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7. インストールが完了し、製品をご利用いただける状態となりました。

5. 製品を起動してください。

6. 製品を起動すると e-License 取得のダイアログが表示されます。（設定によりダイアログが表示されない

場合もございます）ダイアログにて所定のボタンをクリックすることにより、指定されたサーバから e-License

を取得します。

4. LWS からダウンロードした「adobeconfig.xml」ファイルを「alm_config_files」フォルダにコピー（上

書き）してください。

注意  製品をインストールすると「alm_config_files」フォルダには「adobeconfig.xml」ファイルがすでに作

成されています。しかし、この「adobeconfig.xml」ファイルは ALM 機能をオフにする設定ではございません。

LWS からダウンロードしている ALM 機能をオフにした「adobeconfig.xml」ファイルを上書きしてください。

少数のインストールに適した方法

3. インストールを完了した製品フォルダ内の「alm_config_files」フォルダを開いてください。

通常、「alm_config_files」フォルダは以下のディレクトリにございます。

C: ￥Program Files ￥Adobe ￥Acrobat 8.0 ￥Acrobat ￥alm_config_files
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製品をアンインストールされる場合

2. e-License の返却をクリックしてください。

製品をアンインストールされる際は、必ず e-License を返却してください。

1. 製品を起動してください。「ヘルプ」メニューから「ライセンシング」の「e-License の返却」をクリック

します。

製品をアンインストールされる場合

3. e-License が返却されました。返却された e-License は、別のコンピュータで取得することができます。

製品をアンインストールしてください。
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トラブルシューティング

ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により、アプリケーションの再インストールが必要な場合
製品をアンインストールする際に、手順に従って e-License の返却を行ってください。再インストールした後、再度 e-License

を取得していただくことにより、製品をご利用いただくことができます。

OS やハードウェアの不具合により、e-License の返却が行えなかった場合、e-License は消失してしまいます。再発行の手続

きはアドビライセンスコールセンターにご連絡ください。なお、e-License を再取得していない場合も、製品起動後の 30 日間

は製品をご利用いただくことが可能です。30 日以内に手続きをしていただくことにより、製品を継続してご利用いただくことが

できます。

e-License が壊れた場合の e-License 再発行について
ハードウェアの不具合やソフトウェアの問題により e-License が壊れることがあります。製品の起動時に、壊れたライセンスを

識別し修復を試みる機能が搭載されています。e-License を修復することができない場合は、アドビライセンスコールセンター

にご連絡ください。

LWS にて購入した製品のオーダーが表示されず ALM の設定が行えない場合

以下の理由が考えられます。

1. 製品のオーダーをアドビシステムズで受け付けた際に、お客様あてに email をお届けしております。email が届いた直

後にはシステムの関係上、ALM の設定が行えない場合がございます。しばらくたってから LWS に再度ログインしていただ

き、ALM を設定してください。なお、email が届いて 2 日経過しても ALM の設定が行えない状態の場合は、上記のアド

ビライセンスコールセンターまでご連絡ください。

2.CLP で製品をご購入をされたお客様は、End User ID と Ship to ID の違いにご注意ください。LWS にて ALM の設定を行

える方は、Ship to ID が発行されている方です。Ship  to  ID の所有者が ALM の設定を行ってください。

通常 Ship to ID は、製品ご購入者に発行されております。End User ID が発行されている方（CLP のご契約者）には権限

がございません。ただし、ご契約者を製品ご購入者として登録された際には、ご契約者に Ship to ID が発行されます。

なお、Ship to ID と End User ID の違いは以下の URL にてご確認いただけます。

http://www.adobe.com/jp/special/aoo/clp/page7.html

3.ALM 対応製品のみ LWS で ALM 設定を行えます。ALM 対応製品以外のオーダーは設定を行えないため、設定画面には

表示されません。

トラブルシューティング

アドビ ライセンスコールセンター

TEL：03-5350-7135

受付時間：9:30~17:30( 土曜、日曜、祝日、弊社指定休日を除く)
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e-License 取得時に「e-License をダウンロードできませんでした」というエラーが表示された場合

以下の理由が考えられます。

1．LWS にて ALM の設定が行われていない

「Adobe ライセンスサーバ」「シリアル番号のみ」「ローカルサーバ」「ALM 機能のオフ（e-License の無効化）」をご選択

の場合にご注意ください。

LWS にて ALM の設定がオーダーごとに行われているかご確認ください。

設定が行われていない場合は、LWS にてオーダーごとに ALM の設定を行ってください。ただし、ALM 機能をオフで運用

される場合のみ、一度 LWS にて設定を行っていただきましたら、オーダーごとに LWS の設定をする必要はございません。

2．クライアントセットアップファイルが正しくインストールされていない

「Adobe ライセンスサーバ」「ローカルサーバ」「ALM 機能のオフ（e-License の無効化）」をご選択の場合にご注意ください。

本書の手順に従ってインストーラを作成し再インストールを行ってください。

または、32 ページにございます「e-License の取得が行えなかった場合」の手順を行ってください。その場合は製品を再

インストールする必要はございません。

3．ローカルサーバの設定が行われていない、もしくは設定に誤りがある

「ローカルサーバ」をご選択の場合にご注意ください。

用意されたサーバにAdobe License Severソフトウェアをインストールして設定を行ってください。Adobe License Server ソ

フトウェアの詳細、インストール、設定については、www.adobe.com/jp/elicensing で入手いただけます「Adobe License 

Server Tools ユーザガイド」を参照ください。
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クライアントセットアップファイルを使用しないで製品をインストールしてしまった場合

以下の 2 つの方法から選択してください。

●「シリアル番号のみ」で ALM を運用する

LWS にて、オーダーに対して「シリアル番号のみ」を設定してください。クライアントセットアップファイルを使用しないで

ALM 機能を利用できます。LWS にて「シリアル番号のみ」を設定していただいた後に、e-License を取得することで製品

を継続して使用していただけます。製品を再インストールする必要はございません。

●インストール後にクライアントセットアップファイルを設定する

以下の手順にしたがって設定を行ってください。なお、この手順は「e-License がダウンロードできなかった場合」と同様

の手順です。

１．LWS で ALM の設定を行い、クライアントセットアップファイルをダウンロードしてください。

２．クライアントセットアップファイルの名前を「adobeconfig.xml」に変更してください。

３．製品を起動している場合は、一旦終了してください。

４．インストールを完了した製品のフォルダを開いてください。

５．alm_config_files のフォルダを開いてください。（※ 1）

６．alm_config_files のフォルダ内にクライアントセットアップファイルを置き、ファイルを上書きしてください。（※ 2）

e-License を取得しないで製品を使い続けた場合
製品を起動してから 30 日後に製品がご利用いただけなくなります。30 日以内に e-License の取得をしてください。

e-License の無効化（ALM 機能のオフ）を選択されている場合は、e-License を取得しなくても製品を継続的にご利用いただ

けます。

インストール CD の納品が遅れている場合
インストール CD の納期は、製品をご購入された販売会社様にご確認ください。お急ぎの場合は、アドビライセンスコールセ

ンター (34 ページ）にお問い合わせください。

トラブルシューティング

（※1） （※2）
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Q&A

Q 	ALM にはどんなメリットがありますか？

A 	 ALM は、ソフトウェアアプリケーションそのものではなくソフトウェアを使用する権利（ライセンス）を管理することを目的とし

ており、ソフトウェアのライセンス管理に関する負担を大幅に軽減できるよう設計されています。具体的には、まず組織が必要

な数のライセンスをライセンスプログラムで購入すると、それに応じた電子的なライセンス（e-License）がアドビより提供さ

れます。次にユーザはシステム管理者が指定した方法でアプリケーションの e-License を取得します。すると ALM により、社

内にインストールされている ALM 対応製品のライセンス全体の状況が目に見える形で把握できるようになり、ライセンスに関

する重要イベントが発生した場合にはシステム管理者に警告されます。こうしたコアタスクを ALM で自動化すれば、システム

管理者は e-License のダウンロード先の追跡や購入ライセンスとの照合を手作業で行う必要から開放されて、付加価値の高い

業務に専念することができ、組織としても運用コストを下げることが可能となります。

Q  	社内のアドビライセンスについて、ALM はどんな情報を提供してくれるのですか？

A 	 ALM では、ユーザがダウンロードした ALM 対応製品の e-License に関する情報や、e-License がダウンロードされたコン

ピュータなどの情報を、ほぼリアルタイムで表示できます。利用可能な e-License の本数を把握でき、ライセンスの追加購入

が必要かという判断も簡単にできるようになります。さらに、システム管理者は ALM から情報を書き出すことができるので、

他の目的で再利用することも可能です。

Q  	e-License がなくなると、どうなりますか？

A 	 ユーザによって e-License がすべてダウンロードされてなくなると、オーバードラフトライセンスという一時的に割り当てられる

e-License が付与されます。これによりユーザは追加費用を支払うことなく、必要に応じてソフトウェアの全機能をインストール

して一時的に使用し、その追加分のライセンスの購入は後日アドビの規定による合理的な期間内（45 日間）に行うことも可

能です。

Q  	どんな重要イベントが発生したときに、ALM からライセンスに関する警告が通知されるのですか？

A  	e-License 数が残りわずかになったり、またはすべてなくなった場合、ユーザがオーバードラフトライセンスをダウンロードした

場合、割り当てられたオーバードラフトライセンスがなくなった場合などに、システム管理者と他の指定管理者に対して ALM 

から警告が email にて自動通知されます。

Q  	ユーザはいつ e-License をダウンロードすればよいのですか？

A 	 ユーザはアドビアプリケーションの使用開始後 30 日以内に e-License をダウンロードするだけで結構です。一度ダウンロード

すれば、同コンピュータ上で使い続けられますので、その後の手続きは必要ありません。

Q&A
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Q  	コンピュータを入れ替える場合やそのアプリケーションが不要になった場合、e-License はどうなりますか？

A 	 ライセンスはそのコンピュータでしか使用できないというわけではありません。アプリケーションのメニューからオプションを

選択するだけで、ユーザはいつでも e-License を返却でき、システム管理者は返却された e-License を他のコンピュータに割

り当てることができます。また、ソフトウェアをアンインストールする際には e-License をまず返却するよう案内が表示されま

す。

Q  	ALM を使用することで、そのソフトウェアのユーザの使い勝手に影響がありますか？

A 	 ALM は、ユーザへの影響を最小限に抑えた設計になっています。また、システム管理者は ALM がユーザ側からまったく見え

ないように設定することもでき、それによってアドビ製品の使い勝手が損なわれることも一切ありません。システム管理者が

e-License のダウンロードプロセスをどのレベルまでユーザに開示するかを決定できるので、既存の社内規程や手続きに沿っ

た運用も可能です。

Q  	ALM を使用すると、どのように社内の e-License の使用状況を管理できるのですか？

A 	 ALM を社内に展開する際には、ALM に対応したアドビデスクトップソフトウェアの特定製品について、e-License をダウンロー

ドできるユーザやコンピュータを指定できるため、システム管理者はきめ細かなライセンス管理方法を構築することができま

す。

Q  	e-License のダウンロードサーバはどこに用意されますか？

A 	 ユーザに e-License をどこからダウンロードしてもらうかは、アドビではなくシステム管理者が LWS にて決定します。e-License 

を保管する場所は、アドビが用意する Adobe ライセンスサーバとお客様のローカルサーバから選択できます。または、一方

を Adobe ライセンスサーバに、もう一方をお客様のローカルサーバに置いておくことも可能です。ユーザに Adobe ライセン

スサーバから e-License をダウンロードさせるようにする場合には、お客様のビジネスやプライバシー保護に関するニーズに

あわせて、最適な e-License 追跡機能とレポート機能を選択できます。

Q  	e-License をローカルサーバに置く場合、何らかの情報がアドビに送信されることはありますか？

A 	 お客様自身で e-License をローカルサーバで運用する場合、情報がアドビに送信されるということは一切ありません。また、

ローカルサーバ用に ALM を設定している場合には、アドビアプリケーションに組み込まれている ALM ソフトウェアがファイ

アーウォール外に接続することはありません。

Q 	  e-License を Adobe ライセンスサーバに置く場合、何らかの情報がアドビに送信されることはありますか？

A  	ALM は、お客様のプライバシー保護を重視した設計になっています。ライセンスプールを Adobe ライセンスサーバに置く場

合、e-License を要求するユーザのコンピュータ情報をアドビに送信するか、またどの情報を送信するかはシステム管理者が指

定できます。ユーザのコンピュータに対してオプション設定を行うことで、匿名で e-License を要求するか、あるいは e-License 

要求にコンピュータのホスト ID も含めるかを選択できます。

Q&A
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Q  	システム管理者が詳細レポートの作成や他のシステムで利用するための情報としては、ALM はどんな情報を
提供してくれるのですか？

A 	 システム管理者は ALM を使用して、ダウンロードされた e-License の種類（通常の e-License かまたはオーバードラフトライ

センスか）とダウンロード先のコンピュータについての情報などが含まれたライセンスアクティビティレポートを書き出すこと

ができます（コンピュータ名やホスト ID がレポートに含まれるのは、これらの情報がアドビに送信され、アドビのデータベー

スに保存されることをシステム管理者がアカウント設定で許可した場合に限られます）。書き出したレポートは、レポートツー

ルを使用して加工したりするなど、他の目的で再利用することも可能です。

Q 	社内でダウンロードした e-License についての情報は、アドビでどのように扱われるのですか？

A 	 お客様の組織内でダウンロードされた e-License に関する情報をアドビが受け取っても、お客様からのご依頼でカスタマー

サービスとサポートに使用する以外は、その情報が営業やマーケティングなど他の目的に使用されることはありません。

Q  	当社ではすでに他社のインベントリー収集ツールやライセンス管理ツールを使用しています。こうしたツール
と ALM は何が違うのですか？

A 	 ALM は、アドビデスクトップ製品に関するソフトウェアライセンスの管理を自動化して簡単に行うために特別設計されており、

個々の使用権を電子的なライセンスとして追跡するものです。インベントリー収集ツールやライセンス管理ツールは一般的に、

コンピュータのハードディスクにインストールされたファイルに関する情報を収集するもので、アプリケーションの特定バー

ジョンについての情報は得られたとしても、アプリケーションを使用する権利自体を調査するものではありません。

Q  	ソフトウェアアセット管理については、アドビは何らかの業界標準をサポートしていますか？

A 	 アドビでは、ソフトウェア資産管理プロセスの新たな業界標準（ISO 19770-1）を全面的に支持しています。この標準は、ソ

フトウェア資産管理のベストプラクティスを企業が導入しやすくするために、業界が進むべき道を踏み出した大きな一歩である

とアドビは確信しています。ただ残念なことに、この新標準には、企業がコーポレートガバナンス要件を満たし、IT サービス

管理全般を効果的にサポートするために従うべきプロセスしか定義されていません。現在、アプリケーションソフトウエアの確

実な特定・検出方法をソフトウェアベンダやツールベンダが効果的に定義できるようにするため、新たな標準（ISO 19770-2）

が提案されていますが、この標準が完成するのは早くとも 2010 年までかかると予想されます。しかも、企業がソフトウェアア

プリケーションを購入した際にソフトウェアに対して取得する実際の権利（ライセンス）については、提案中のこの標準の中

にその情報が含まれるかどうかまだ不明です。

Q  	どのアドビアプリケーションに ALM が搭載されますか？

A 	 アドビの主力デスクトップアプリケーションについては、今後発売される新バージョンに ALM が搭載され、アドビソフトウェア

のライセンスを一貫して追跡・管理できるようになります。ALM の機能は、より高い価値、より優れたサービスをすべてのお

客様にご提供していくために、今後も進化を遂げていきます。

ALM の詳細やよくあるご質問については www.adobe.com/jp/elicensing をご覧ください。

Q&A
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